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第３条の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 住 所 八峰町峰浜沼田字家ノ下101番地１ 

 氏 名 小林信夫（昭和26年３月４日生） 

 ６月12日提出です。 

 提案理由でございますけども、八峰町沢目財産区管理委員の小林信夫氏が、平成25年

９月21日で任期満了となることから、引き続き八峰町沢目財産区管理委員として選任す

るよう、議会の同意を求めるものであります。 

 宜しくお願いします。 

○議長（須藤正人君） これより議案第71号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより議案第71号を採決します。お諮りします。採決の方法については、会議規則

第86条の規定により簡易表決にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、採決は簡易表決で行うことに

決定いたしました。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第71号は同意することに

決定いたしました。 

 日程第４、議案第72号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。加藤町長。 

○町長（加藤和夫君） 議案第72号、人権擁護委員候補者の推薦についてを説明をいたし

ます。 

 八峰町人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 住 所 八峰町八森字岩館向台94番地 
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 氏 名 金谷由紀子（昭和26年１月５日生） 

 ６月12日提出です。 

 提案理由でございますけども、現委員の大髙桂子氏が平成25年９月30日で任期満了と

なることから、新たに八峰町人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 提案の金谷由紀子氏は、平成19年４月から22年11月まで２期、民生委員を務められた

り、あるいは旧八森婦人会の会長として平成19年４月より平成23年３月まで務められま

した。そして、その間の平成19年９月から平成21年５月まで、初代の八峰町連合婦人会

長の職務を務められた方で、人格、識見とも十分な方でありますので、人権擁護委員と

してふさわしい方であります。どうかご推薦にご同意いただきますよう、宜しくお願い

申し上げます。 

○議長（須藤正人君） これより議案第72号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより議案第72号を採決します。お諮りします。採決の方法については、会議規則

第86条の規定により簡易表決にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、採決は簡易表決で行うことに

決定いたしました。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第72号は同意することに

決定いたしました。 

 日程第５、議案第73号、平成25年度八峰町一般会計補正予算（第２号）を議題としま

す。 

 当局の説明を求めます。伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 進君） それでは、議案第73号についてご説明申し上げます。 
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 平成25年度八峰町一般会計補正予算（第２号）ということで、追加提案であります。 

 歳入歳出の総額にそれぞれ160万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ60億7,106万4,000円とするものであります。 

 今回のこの追加提案お願いしましたのは、先に行政報告でもありましたように八峰町

に地域の元気臨時交付金が、全県でも６番目の規模で３億9,558万2,000円が交付される

ということで、その事業を具現化するための設計積算するための手数料と、それから、

この間の郡市の学童野球で八森ブルーウェーブが優勝したということで、今度、６月29

日から30日、それから７月６日から７日まで、潟上市の長沼球場、それから元木山球場

で、高円宮杯のその県大会があるということで、それに行くための補助金の補正であり

ますので、ひとつ宜しくお願いしたいと思います。 

 その財源については繰越金を活用するということで、５ページをご覧ください。 

 歳入です。19款１項１目繰越金160万1,000円の補正であります。一般会計繰越金とい

うことで160万1,000円。これによりまして残額が、横読みの数字でいきますと370,481,809

です。３億7,000万ちょっとということです。 

 それで、歳出の方ですけれども、その次のページの６ページ、２款１項６目企画費130

万の補正であります。役務費ということで、先ほど言いましたように地域元気交付金事

業の設計積算の手数料であります。 

 それから、10款５項１目保健体育総務費30万1,000円の補正であります。補助金という

ことで、八峰町スポーツ少年団補助金（県大会出場分）ということで、八森ブルーウェー

ブ分の決勝までの分でございます。 

 なお、今回、今までは県大会というと宿泊というふうな形とってたんですが、今回は

結構強くて勝ちそうだということで、泊まらないで行くということで、通うということ

ですので、ちょっと額がいつもよりちっちゃくなっております。 

 ひとつ宜しくお願いします。 

○議長（須藤正人君） これより議案第73号について質疑を行います。質疑ありませんか。

７番皆川鉄也君。 

○７番（皆川鉄也君） スポーツ少年団の補助金の件で若干お伺いをいたしたいと思いま

す。 

 強くて全県大会に行けるのは結構でありますし、これからも頑張っていただきたいと

思うわけでありますが、この大会に出場されたよその学校の結果等お分かりでしたら教
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えていただければと思います。１校だけなんですか、ここの大会に出たのは。よその学

校は出なかったんですか。 

○議長（須藤正人君） 当局の答弁を求めます。金田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（金田千秋君） 水沢小学校も塙川小学校も出場しております。残念なが

ら両チームとも初戦で敗退しております。 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。７番皆川鉄也君。 

○７番（皆川鉄也君） 前にもこのスポーツ少年団の関係でいろいろと話し合いをしたり

討議したこともあるわけでありますが、統合して八森小学校さん、かなり人数も多くな

りましたし、当然、選手層も厚くなって全県大会に出る可能性が非常にこれからもある

だろうと思います。ただ一方では、大変恐縮ですが、何回もお話するようにチーム編成

もままならないスポーツ少年団もあるわけで、ただ、全県大会に出たからといってあん

まりこう喜びばかりでなくて、そういったチームもあるということもですね十分やはり

肝に銘じておくべきだろうと。やはり出たくても出れない事情もあるわけでありますか

ら、そこら付近もですね、この後のスポーツ少年団活動に是非役立てて立派なチームを

つくり上げていただければなと、教育長の見解を求めたいと思います。 

○議長（須藤正人君） 当局の答弁を求めます。千葉教育長。 

○教育長（千葉良一君） 皆川議員のご質問にお答えします。 

 我が町には小学校が３校、その３校にスポーツ少年団それぞれミニバスと野球がある

わけでありますけども、学校の規模によって選手の、生徒数が少ないところ、多いとこ

ろがあって、結果もそれと同時についてくるような状況であります。特別扱いするわけ

でも何でもありませんし、やはりそれぞれそのチーム、一生懸命頑張っておりますし、

我が町もそれに向けて支援は怠らないでやっていきたいと考えておりますので宜しくお

願いします。 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより議案第73号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定するこ
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とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第73号は原案のとおり可

決されました。 

 日程第６、陳情第３号、ドクターヘリの安全運航と県民の安全・安心を守るため米軍

機（Ｆ－16とＭＶ22オスプレイ）の低空飛行中止を求める陳情書を議題とします。 

 内容の朗読を省略します。 

 お諮りします。本案は、会議規則第91条第２項の規定により委員会の付託を省略した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第３号は委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 質疑を省略し、これより討論を行います。討論ありませんか。２番見上政子さん。 

○２番（見上政子さん） この陳情のドクターヘリの安全運航と県民の安全・安心を守る

ため米軍機（Ｆ－16とＭＶ22オスプレイ）の低空飛行中止の意見書を政府にあげてくだ

さい。これに賛成をいたします。 

 賛成討論をいたします。 

 オスプレイの問題は、佐竹知事が安全性がないままの状態では認めがたいと県議会で

発言をしております。そして、オスプレイというのは低空飛行で、私は60ｍと本で読ん

だような気がしたんですけれども、特に夜間に戦闘地帯でこれが威力を発揮するもので

あります。この戦闘地帯に行くため、日本全域にわたってオスプレイは今訓練をしてお

ります。これを、山間地の多い日本でこれをやられては、大変な危険が生じます。そし

て、八峰町は特に海難や山の遭難とか、ドクターヘリに限らず救援のヘリが年に何回も

上空を飛んでおります。こういうふうなことからして、万が一のことがあればこれは大

変なことになってしまいます。また、Ｆ－16は1988年に１回決議を出していますけれど

も、県議会の方で決議を出してますが、比内地鶏の圧死ですか、これもＦ－16によって

多大な被害を受けております。本当に秋田県にとってもこの被害の大きいこの２つの飛

行機の上空が県内へ飛ぶことは、私たちの生活を脅かすことになりますので、私はこの

陳情に賛成をいたします。 

○議長（須藤正人君） ほかに討論ありませんか。９番山本優人君。 
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○９番（山本優人君） 反対の立場で討論に参加します。 

 尖閣諸島周辺での海域では、連日のように中国の工船や航空機が領海・領空侵犯を重

ねており、北朝鮮ミサイル発射など軍事脅威が増す中で、日米が協力して防衛力強化は

急務であり、オスプレイは既存の輸送ヘリコプターに比べて行動範囲が４倍もあり、空

中給油すれば中国本土や東シナ海へも飛ぶことができます。つまり沖縄に配備している

こと自体が、中国への牽制にも繋がっている事実があります。また、中国、北朝鮮で有

事が起きた場合にも、普天間基地から１回の給油で邦人救出に往復できるなど、その能

力は自衛隊にないものであります。オスプレイに反対する人は、オスプレイが北朝鮮や

中国に対する抑止力となること、日本人を救う目的で配備されていることをキチンと認

識しなければならないと思います。日本の安全は、アメリカが駐留していることが最大

の抑止力の効果をもたらし、今、この現実があるからこそ安心して暮らしていることを

再認識するべきだと思います。すなわち、オスプレイを飛行させず、その防衛任務を自

衛隊が請け負うとしたら、必然的に同様の装備や訓練が必要となるのは明白であり、自

衛隊が同様の装備、訓練をしても反対するというなら、国を守ること、すなわち我が郷

土を守る義務負担をしたくないという、わがまま、無責任な主張と言わざるを得ないと

思います。  

 よって、不採択としたいという討論であります。 

○議長（須藤正人君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。 

 これより陳情第３号を採決します。お諮りします。この採決は起立で行います。陳情

第３号について採択することに賛成の方は起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（須藤正人君） 起立少数です。したがって、本案は不採択と決定いたしました。 

 日程第７、陳情第４号、少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度

２分の１復元をはかるための、2014年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情書を議

題とします。 

 内容の朗読を省略します。 

 お諮りします。本案は、会議規則第91条第２項の規定により委員会の付託を省略した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第４号は委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 質疑を省略し、これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより陳情第４号を採決します。お諮りします。陳情第４号について採択すること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、本案は採択することに決定い

たしました。 

 日程第８、発議第11号、少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度

２分の１復元をはかるため、2014年度政府予算に係る意見書の提出についてを議題とし

ます。 

 朗読させます。鈴木議会事務局長。 

○議会事務局長（鈴木久明君） 朗読いたします。お手元の資料にあります発議集目録の

方の10ページをお開きください。 

 発議第11号 

平成25年６月14日 

 八峰町議会議長 須 藤 正 人 様 

提出者 八峰町議会議員 佐 藤 克 實 

賛成者  同   上  門 脇 直 樹 

〃     〃    皆 川 鉄 也 

〃     〃    山 本 優 人 

〃     〃    芦 崎 達 美 

少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１ 

復元をはかるため、2014年度政府予算に係る意見書の提出について  

 標記の議案を別紙のとおり八峰町議会会議規則第14条の規定により提出します。 

 提案理由、陳情第４号、少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度

２分の１復元をはかるための、2014年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情書を採



 

- 109 - 

択する旨決定したので、関係行政庁に対して意見書を提出する必要があるため。 

 内容につきましては11ページの別紙のとおりでございます。 

○議長（須藤正人君） 質疑を省略し、これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより発議第11号を採決します。お諮りします。本案について原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。 

 関係機関に意見書を送付いたします。 

 日程第９、陳情第５号、日本政府に「核兵器全面禁止の決断と行動を求める」意見書

についてを議題とします。 

 内容の朗読を省略します。 

 お諮りします。本案は、会議規則第91条第２項の規定により委員会の付託を省略した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第５号は委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 質疑を省略し、これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより陳情第５号を採決します。お諮りします。陳情第５号について採択すること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、本案は採択することに決定い

たしました。 

 日程第10、発議第12号、日本政府に核兵器全面禁止の決断と行動を求める意見書の提

出についてを議題とします。 

 朗読させます。鈴木議会事務局長。 
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○議会事務局長（鈴木久明君） 朗読いたします。15ページになります。 

 発議第12号 

平成25年６月14日 

 八峰町議会議長 須 藤 正 人 様 

提出者 八峰町議会議員 佐 藤 克 實 

賛成者  同   上  門 脇 直 樹 

〃     〃    皆 川 鉄 也 

〃     〃    山 本 優 人 

〃     〃    芦 崎 達 美 

日本政府に核兵器全面禁止の決断と行動を求める意見書の提出について 

 標記の議案を別紙のとおり八峰町議会会議規則第14条の規定により提出します。 

 提案理由、陳情第５号、日本政府に「核兵器全面禁止の決断と行動を求める」意見書

についてを採択する旨決定したので、関係行政庁に対して意見書を提出する必要がある

ため。 

 内容につきましては16ページでございます。 

○議長（須藤正人君） 質疑を省略し、これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより発議第12号を採決します。お諮りします。本案について原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。 

 関係機関に意見書を送付いたします。 

 日程第11、陳情第６号、公的年金2.5％削減の中止を求める陳情を議題とします。 

 内容の朗読を省略します。 

 お諮りします。本案は、会議規則第91条第２項の規定により委員会の付託を省略した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第６号は委員会の付託を
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省略することに決定いたしました。 

 質疑を省略し、これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより陳情第６号を採決します。お諮りします。陳情第６号について採択すること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、本案は採択することに決定い

たしました。 

 日程第12、発議第13号、公的年金2.5％削減の中止を求める意見書の提出についてを議

題とします。 

 朗読させます。鈴木議会事務局長。 

○議会事務局長（鈴木久明君） 朗読いたします。18ページになります。 

 発議第13号 

平成25年６月14日 

 八峰町議会議長 須 藤 正 人 様 

提出者 八峰町議会議員 佐 藤 克 實 

賛成者  同   上  門 脇 直 樹 

〃     〃    皆 川 鉄 也 

〃     〃    山 本 優 人 

〃     〃    芦 崎 達 美 

公的年金の2.5％削減の中止を求める意見書の提出について 

 標記の議案を別紙のとおり八峰町議会会議規則第14条の規定により提出します。 

 提案理由、陳情第６号、公的年金2.5％削減の中止を求める陳情を採択する旨決定した

ので、関係行政庁に対して意見書を提出する必要があるため。 

 内容につきましては19ページ、別紙のとおりでございます。 

○議長（須藤正人君） 質疑を省略し、これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより発議第13号を採決します。お諮りします。本案について原案のとおり決定す
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ることにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。 

 関係機関に意見書を送付いたします。 

 日程第13、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査についてを議題とします。 

 議会運営委員会委員長から所掌事務のうち、会議規則第74条の規定により、次期議会

の会期日程等、議会の運営に関する事項等について閉会中の継続審査の申出があります。 

 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議あり

ませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉

会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

 日程第14、常任委員会の閉会中の所管事務の調査についてを議題とします。 

 各常任委員会委員長から所管事務のうち、会議規則第74条の規定により、閉会中の継

続調査の申出があります。 

 お諮りします。各常任委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、各常任委員会委員長から申出

のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 これをもって平成25年６月八峰町議会定例会を閉会いたします。 

 ご協力ありがとうございました。 
 
 

          午後 ２時３１分 閉  会 
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